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一　はじめに

2011 年８月 10 日にフランス陪審（jury de la cour d`assises）裁判制度に

関連して二つの法改正がおこなわれた。ともに 2012 年１月１日から施行さ

れている。判決理由作成備え付け義務化と陪審員数減少の改正であった。後
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者改正の結果陪審員数が９名陪審（12 名控訴陪審）から６名陪審（９名控訴

陪審）に減少した。前者義務化は、フランス陪審員裁判制度から、陪審及び

陪審員は決定に至った理由を問われないという陪審制度の本質的原理のひと

つを取り去り、後者減少は、３名裁判官に対する９名陪審（12 名控訴陪審）

の適正配置の理論的根拠を反故にした。両改正は一見別個独立の観を呈する

が、後者は前者の実現を容易にするためのものであると考えられることから、

両改正の意義を探求するためには、相互に関連づけた考察が必要である。

二　判決理由作成備え付け義務化に関する法改正の意義と背景　

Ⅰ　問題意識

改正前のフランス陪審裁判の判決には理由が付されなかった。イギリ

スをはじめとするアングロサクソン系陪審では、陪審は評決に際して有罪・

無罪の結論を宣告するだけでその理由を述べない。結論に至った理由を問わ

れないことこそ陪審の本質的原理であるとするのがイギリスコモンロ－であ

る。12 人の陪審員が同一結論に至ったとしてもそれぞれの心証形成の経路は

相互に相違すること、またその結論に至った理由を後程他から批判的に吟味

されるならば、国民の陪審システムに対する奉仕の意欲がそがれかねないこ

とをその根拠とする。実際上素人だけの裁判体に評決理由を作成することを

期待することは非常に困難なことであると考えるのが順当である。ただフラ

ンス陪審は、1941 年法以降では裁判体は９名の陪審員に３名の裁判官が加わ

って構成されてきた。裁判官３名の存在にもかかわらずなぜ判決理由が作成

されなかったのかという疑問は残る。

Ⅱ　判決理由が作成されなかった根拠（１）

違警罪裁判所及び軽罪裁判所の判決には理由が付されているが、重罪

院裁判所（陪審裁判）のそれには理由が付されていなかった。それについて

フランスで伝統的に採用されてきた根拠説明は次のとおりである。

裁判官３名と陪審員９名の計 12 名が共通のひとつの理由の合意に達
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することは容易ではない。９名の陪審員においては必然的に教養の点で均質

ではない。抽選（くじ引き）陪審の当然の帰結である（２）。以上が実際上の理

由であるが理論的根拠としては次の二つがあげられる。

第一に、フランス陪審裁判における「評議の連続性の原理」は、評議

の終了後直ちに有罪あるいは無罪判決の言い渡しを要請するが、判決理由を

作成することを前提とするときは多くの時間を必要とし、特に複雑な事案の

場合はなおさらである（３）。判決理由作成のための中断は判決言い渡しも含め

た「途切れなく続く評議の原則」に一致しない。

第二に、裁判体としての有罪・無罪の投票が、秘密投票（無記名投票）

によって行われるがゆえに裁判長あるいは同人が指名する陪席裁判官は判決

の理由を作成することが出来ない（４）。無記名投票への尊重が判決理由作成を

不可能にする。

フランスにおいて判決理由のないことを理由とする被告人側からの破

棄申し立てに対して刑事部裁判所は一貫してそれらを棄却してきた（５）。

Ⅲ　無記名投票と判決理由

「無記名投票によって行われるがゆえに裁判官は判決理由を作成でき

ない」という記述をどのように理解すればよいか。秘密投票（無記名投票）

でおこなわれるということは、どの陪審員がどの結論（有罪か無罪か）を出

したかについては裁判体の中でも相互に秘匿とされることを意味する。挙手

や記名投票を手段とする場合と相違するところである。裁判長は投票の結果

について結論だけを記録するだけで具体的な票数を記録しない。記録後裁判

長は直ちにその場で投票された用紙を全て焼却する（６）。「焼却」はすこぶる

象徴的な行為でありそれは評議の経過・内容の全てを過去に遡って消し去る

ことを意味する。陪審は評議の経過や内容を裁判体としても陪審員個人とし

ても後に誰からも問われることはないというイギリスコモンロ－の原理その

ものの徹底に他ならない。それら評議の秘密に関してはフランスにおいては

裁判官・陪審員ともに刑法第 226 － 13 条の規定に基づき終生にわたって保
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持義務を負う。その違反に対しては両者ともに刑事罰を受ける（７）。判決理由

を作成して外部に評議の経過内容を開示しないことは、イギリスコモンロ－

の本質的原理である「評議の秘密」から派生する原理のひとつとしての側面

をも持つ。判決理由の作成方法にもよるが、それらが詳細におこなわれれば

おこなわれるほど裁判体においてどのような評議がなされてきたかが事後に

ほぼ推認され得る。判決理由作成備え付け義務は「評議の秘密」の一部法定

解除の一場面としてとらえることが出来る。なおフランス「評議の秘密」の

発生のメカニズムとサンクションの内容については後述する。

Ⅳ　判決理由作成備え付け義務化の立法経過（８）

2009 年１月 13 日ヨ－ロッパ人権裁判所は、ベルギ－に於ける Taxquet

c. Belgique 事件判決のなかで、「少なくとも理由の要約は必要である」と述べ

て、ベルギ－に対して、ヨ－ロッパ人権条約第６条違反としての「有罪」の

宣告をなした（９）。ベルギ－からの不服申し立てに対してヨ－ロッパ人権裁判

所大法廷は、2010 年 11 月 16 日に、その理由を後退させながらも、前審の

「有罪」の結論を支持する判決を下した。後退した理由とは次のとおりであ

る（10）。「被告人が有罪判決を受けた理由が理解出来れば十分である。被告人

が専断されることを避けるための保障を享受出来れば十分である。即ち裁判

長から陪審に対する説示がなされ、その保障の中で控訴の可能性に適した骨

組みを形成するところの明確な設問とそれに対する回答についての記録が備

え付けられれば十分である。」というものであった。なおベルギ－は、上記

大法廷の判決前の 2009 年 12 月 21 日に判決理由作成備え付け義務化の立法

を成立させた。

ベルギ－とほぼ同一の陪審法制を持つフランスにとって上記 2009 年

１月 13 日のベルギーに対する判決は重い宿題となった。しかしフランス憲

法院は、国内事件に関する「理由不備」をめぐる上告に対して、2011 年４月

１日の決定において前記大法廷の後退した理由にほぼ沿いつつも結論として

は上告棄却の決定を下した。即ち「フランス重罪院裁判所の手続きは、口頭
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主義を定着させるため、証拠が弁論の過程で提出され、口頭で議論されるこ

とを受け入れさせる。又それは弁護人の必要性を保障し、裁判官と陪審員は、

提出された設問に対して回答をなさなければならず、当該設問あるいは捕捉

設問は弁論から生じるものであり、さらに被告人側にも設問提出を請求する

権利を有するものであるところ、その設問は明確で具体性を有し価値あるも

のである。」として「重罪院裁判所の判決は恣意的ではなく従って理由不備

とはいえずその手続きは違憲ではない。」という結論を下した（11）。

以上のフランス憲法院の司法的判断にもかかわらず、立法府は、2011

年８月 10 日成立の法で、判決理由作成備え付け義務化規定を定立し、それ

は翌年１月１日に施行された。その規定によると、設問に関する記録部分に、

判決理由の記録部分が新たに付加されることとなった。その「理由」とは陪

審を決定へと率いた要素を要約するものであり、裁判長あるいは同人が指名

する陪席裁判官によって３日以内に作成されなければならない（12）。被告人は、

有罪判決の場合二つの記録部分、特に、「理由」記録部分の中に上訴理由に

合致する適切な理由の鉱脈を見出すことになる（13）。

Ⅴ　私見（法改正が裁判体に与える影響）

判決理由は書けないという理由として「裁判体の全員 12 名（15 名控

訴陪審）が同一理由に合意することは容易ではない」という実際上の根拠が

改正前に挙げられていたことは既に記述した。改正後は陪審員数が６名（９

名控訴陪審）に減少したものの裁判長は３日以内に判決理由を作成しなけれ

ばならない。かかる事情の変化はフランス陪審員裁判の裁判体のあり方、即

ち裁判官と陪審員の関係に、どのような変化をもたらすのであろうか。

専門家に必要以上の信頼を寄せ、かつ集団主義を習性とする国からは、

「裁判体の中に裁判官がいるのであるから、裁判官が評議を総括する形で判

決理由を書けばよい。３日が短いとするならば、評議の途中から裁判官があ

らかじめ判決理由を予測して下書き準備すればよい。そもそも法律専門家の

裁判官３名が抱く心証を陪審員に説得すればよい。」との発想が出てきても
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不思議ではない。しかしその発想は個人主義を美徳とし法律専門家としての

権力者に常に懐疑的な国民を包する国に対しては、ストレートには通用しに

くい。法廷と評議の両者を裁判長が取り仕切る国の論理がそのままフランス

陪審には妥当しない。フランス陪審裁判においては、裁判長は法廷に於いて

絶大な権力を持つが、評議に際しては、誤解を恐れずに言えば、裁判長・裁

判官も法を知る一人の「陪審員」に徹しようとしてきた。評議に於いて、誘

導しようとするのではなく個々の意見の尊重の下に「秘密投票」がなされて

きた。1791 年にイギリス陪審を採用して以降 1941 年に混合裁判体になるま

での間の経過を少し詳しく見れば、裁判官が評議においていかに陪審を中心

にして裁判官と陪審の力関係をとらえてきたかが理解できる。フランスにお

いては裁判官と陪審の完全分離システムが一挙に完全協同システムに移行し

たのではなく、その間陪審が陪審としての民主主義的役割を果たすための工

夫が裁判官によっていく通りものバリュエ－ションにおいて試みられてき

た。その歴史を振り返るならば、以上の記述はそれほど的をはずしたもので

ないことが理解できる。フランス陪審裁判の判決理由は改正後いかにして作

成されていくのであろうか。そしてその実務上の要請と時間的制約は、裁判

官と陪審の評議のあり方に如何なる影響を与えるのであろうか。

三　陪審員数減少の法改正

Ⅰ　問題意識　

世界の陪審が語られるとき、「12」という数字が欠かせない。その根

源はキリスト教に由来すると言われている。陪審のそもそもの起源は、その

評決を「神の御告げ」としたところにある。そのように表現すると法律論と

は別個の世界と一笑に付する人々の国においてもそれほど遠くない昔に裁判

が「天皇の名において」行われていた。天皇は神道の第一主宰者であるから

天皇の名に於ける裁判も「神の御告げ」とも言える。しからば彼の国の司法

が「12」という数字に宗教的意味あいを持たせていたとしてもそれほど奇異
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に感じる必要はあるまい。

フランスはそのような 12 名陪審から裁判体の変容に伴い６名陪審－

７名陪審－９名陪審にめまぐるしく変化した。裁判官３名に対する９名陪審

の適正配置については理論的根拠を与えてきたが今般の法改正で何らの根拠

も示されず６名陪審に減少した。フランスに於ける陪審員数の変化の概要を

たどりながら、９名陪審の理論的根拠とその理論を反故にした今回の陪審数

減少の意義を考察する。

Ⅱ　陪審員数増減の歴史的経緯（14）

フランスの陪審員数は、1810 年から 1941 年までは、イギリス法制に

より伝統的に保存されてきた 12 名が用いられていた。12 名という数は、専

門的学理に基づくものではなく、「12」というキリスト教の教義への執着と

いう宗教上の動機に基づくものである（15）。聖書の一節が、善良な 12 人の

人々が集まったとき、彼らの中に必然的に聖霊が宿ると述べ、さらに 12 使

徒、あるいはヨハネ黙示録の中の聖母マリアの王冠を飾る 12 の星の記述を

表わしている（16）。

1941 年に、裁判体が裁判官と陪審員の混合体に改められた時に、12

名陪審から 6 名陪審に減少したが、それに対しては国民主権を害するものと

して異議が唱えられ、一時７名陪審に増員され、さらにその後理論的（技術

的）な根拠に基づき、９名陪審が採用された（17）。

Ⅲ　９名陪審の理論的根拠（18）

刑事被告人にとって、たとえば有罪の承認のような不都合な決定は、

12 票のうち８票の資格ある多数による決定がなされなければならない。しか

しながら全体の多数は陪審の多数（過半数）をも示すことが望まれる。もし

仮に投票の過程で３名の裁判官が同じ意見として投票したとしても、被告人

に不都合な決定は、陪審の過半数によってしか得られない。９名という数は、

４名に対する５名未満によってでは有罪判決は許されないのであって、必要

である陪審員の５票は、３裁判官の数に加えて全体で必要とされる８票に達
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する。重罪院裁判所の控訴審（陪審員数改正前）については、３名裁判官と

12 名陪審員の合計 15 票のうちの 10 票の多数で決定を下すのであるが、５名

の陪審票に対しては 7 名の陪審票が３名裁判官票に加えられて初めて 10 票

の必要票数に達するのである（19）。以上の経過の後に今般の法改正によって、

2012 年１月１日から６名陪審（9 名控訴陪審）になった。司法による上記９

名の理論的根拠は立法によって反故にされた。今回の陪審員数の減少の実質

上の理由としては、判決理由作成の容易化に対する援護とも考えられる。

Ⅳ　私見（フランス陪審裁判と裁判員裁判の近接）

混合裁判体において、その評議と決定のあり方を左右する要素は幾重

にも考えられる。裁判官の意識、素人参加する国民性、投票方法、判決理由

作成の要否、控訴審の在り方等に加えて裁判官と素人参加人の人数比もその

うちのひとつである。以上の要素が仮に同一でも有罪判決を下すについて、

全員一致か、絶対多数か、過半数かによって裁判体のあり方は大きく動く。

上記フランスの９名陪審についての理論的根拠も有罪判決に必要な３分の２

という絶対多数を条件としたものであった。したがって３名裁判官に対する

素人参加人が 6 名という数が我が国と同一になったこと、および判決作成義

務化の改正という表面上の事象だけをもってフランスと日本の国民参加司法

が大きく接近したと評するのはいささか早計にすぎる。しかも判決理由作成

義務化立法の契機はヨーロッパ人権裁判所の判決であり又「６」という数字

の一致もただ偶然でありフランスが日本の裁判員制度を意識したわけでもあ

るまい。それにもかかわらず本稿が「近接」という用語を用いて今後の両国

制度の比較に着目しているのはフランスの底に流れる潮流はさらにフランス

陪審から伝統的「陪審」要素を抜き取り「くじ引き陪審」の廃止に向かう勢

いを示しているからである。というのも、それが表面化するのになお多年の

歳月を要するにしてもフランス陪審の底にうごめく岩礁は既に今回の法改正

の立法過程において現在の「陪審制」を廃止してあらたな「参審制」の設立

案も浮上させていた（20）。一方裁判員制度をつかさどるわが国最高裁判所の本
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音である「ドイツ参審」への憧憬を重ねあわせたとき（最高裁判所「国民の

司法参加に関する裁判所の意見」2000 年９月 12 日第 30 回司法制度改革審議

会）、フランスと日本の司法参加にはその民主主義的歴史経過に決定的な隔

たりがあるもののそれらが指し示す方向の先に、ある程度の確率でなんらか

の交差あるいは接面の可能性があるという推論からこれからの両国司法参加

の比較法的観察・研究の必要性を示す意味で「近接」という表現を用いた。

フランス陪審が「参審」への方向へ舵を切れば裁判員制度はその運用実態に

おいて「参審」的色彩を強め、「参審」への一里塚としての姿を現すであろ

う。最高裁判所は、裁判員制度立法過程で受けた屈辱へのリベンジを果たし

さらに裁判所の権力を磐石のものとしていこうとする。フランスの今回の法

改正の契機になったヨーロッパ人権裁判所のベルギー関連事件判決は日本の

裁判官の注目を集め、さらに日本国民の気づかない中で、裁判員制度の「参

審」への傾斜の追い風となり、担当裁判官の評議主宰への士気を鼓舞してい

く。

フランス陪審の底に流れる動態について結論を先取りすれば、司法に

おける「くじ引き陪審」に対する好意的でない感情と民主主義に於けるポピ

ユリズムに対する警戒の念でありそれら潮流を支える「学識者、専門家」へ

の期待である。それが 1789 年以前へのアナクロニズムなのか、ポピュリズ

ムにより滅亡したローマ帝国の遺産的教訓の学びなのかは別として、それら

がフランス陪審の行方の観察・分析には欠かせない視点であることに相違な

い。本稿ではそれらのうち「くじ引き陪審の問題点」について焦点を当て、

その歴史的経過をふまえながら今回の法改正、特に陪審員数の減少の原因と

なった潮流の傾向を探る。

四　陪審員数減少の立法化を可能にしたフランス陪審の問題点

Ⅰ　裁判体変容の歴史的経緯（21）

1808 年法は重罪院裁判所の構成裁判体である専門裁判官と陪審の二つ
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を完全に分離した。陪審は最初に事実（具体的事実認定と有罪性の認定）に

ついて裁定をくだした。有罪肯定評決の場合裁判所がそれに続いて刑罰を宣

言する方法で判決を下した（22）。表面的にはこの制度は魅力的にみえた。なぜ

ならばこのシステムは素人の集まりである陪審に対して法律問題を裁定しな

いようにしているからである。しかしそれはほとんど現実的ではなかった。

なぜならば「事実」と「法」の区別は常に単純ではないからである（23）。

それがために陪審は（自らの判断に誤りがあるのではないかという法

に対する）理解への不安のなかで、有罪への投票を避けがちであった。さら

に量刑の個別化の可能性がほとんどなかった当時、裁判官が下す量刑が過酷

であった。それゆえにこのことは、陪審をして、その有罪心証にもかかわら

ず、（裁判官による）過酷な刑（の言い渡し）を避けるために、投票を無罪

へと導いた（24）。

1832 年４月 28 日法は、陪審に刑罰量刑を軽減する情状酌量の権限を

与えたが効を奏さなかった。1932 年３月５日法は、陪審が事実認定の裁定を

下した後、裁判官の刑罰量刑決定合議に加わることの出来ることを規定して

陪審員に刑罰の主人としての役割をあたえた（25）。より根源的な改革は 1941

年 11 月 25 日法によって実現された（1945 年４月 20 日施行）。その法は陪審

を裁判所に参加させ、最初に有罪を、それから刑罰を決定させた。これはの

ちに普及された協同システムであり、参審制を意味するエシュビナージュ

（échevinage）と呼ばれたものであるが、フランス陪審員は依然として理論的

に陪審判事としての意義付けのままであった。エシュビナージュ理論はフラ

ンス 1938 年委員会によって提唱されたものであったが後にドイツ・イタリ

アなどの複数諸外国の制度を獲得した（26）。裁判官と陪審員の完全協同システ

ムは、陪審の裁判上の無知から引き起こされた（社会内の）不平不満をとり

のぞいた。その上さらに重罪院裁判所判決に対してよりよい調和と一貫性を

もたらした。1941 年当時 25 ％を超えていた無罪放免率はそれ以降８％とな

った（27）。しかも一つの評議の中で裁判官が陪審に過大な影響を及ぼさないか
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が心配されることはなかった。陪審が９名ということから、被告人に不利な

決定がなされるには、少なくとも８名の票が必要であり、５名の陪審票が、

４票の陪審票の反対に対して必要であった（控訴審においては全体で 10 票

必要であるところ、陪審 12 票中７票が必要であった）ことは既に述べた。

この協同システムは順調なスタートを切った。

Ⅱ　フランス陪審の問題点

1941 年法によって始まった裁判官と陪審員の完全協同システムとして

の陪審制度ではあったが、フランスではその後も周期的に刑事陪審を維持す

べきか否かについての議論が持ち上がっている（28）。陪審の存在にたいして賛

成・反対の古典的な議論はいまなお存在し続けている。

陪審の存在の継続を擁護する立場からは、三つの論拠が援用される。

第一は、陪審の独立性から引き出される。職業裁判官に対しては、とりわけ

政治上の圧力の疑いが多少ともかかるものであるが、陪審という一時的なそ

して他人（特に政治的権力者）に期待しなければならないことは何もないと

いう役割を委ねられた人は、より自由である。第二に、裁判官は今日どのよ

うな被告人の中にも犯人性を見る傾向があり、それゆえ職業からくる冷淡な

判決を下すと考えられるのに対して、陪審にはそのような職業慣習がない（29）。

第三に、陪審は大衆の意見の発露であるという確認である。

陪審の存在に対する反対者は、三種類の批判を述べる。第一に、陪審

は明らかに今日専門家でも意見が一致しない法解釈に関する法の適用をする

のに適さないということであり、第二に、刑事政策、社会学という刑事補佐

の科学に関して提起された問題について無学である（30）。それらに対する理解

は、今日では、理にかなった決定を得るためには必要不可欠なものとみなさ

れる。以上の二つのうちの第一については陪審が単独で決定を下した時代に

は正当な批判であったが今日ではもはやその批判はあたらない。なぜならば

裁判体機関の中の二つの構成体（裁判官と陪審）の完全協同システムにより

その時々に裁判官が陪審に法律上の論点についてよく分かるように説明でき



191－フランス刑事裁判への市民参加促進のための 2011 年８月 10 日法の背景と意義（河辺）

－ 160－

るからである。しかし第三に、陪審というものは専門的なことに無知である

ばかりでなく多かれ少なかれマスメディアによって影響を受けることが指摘

される。陪審は裁判前のジャーナリズムに影響されやすくさらにその影響下

で迎える裁判中の弁護人の「言い回し」とも言うべき「雄弁」に左右されや

すい（31）。

多くの裁判官は今日では、「くじ引き陪審」を好ましく思っていない（32）。

さらに現代に於ける市民意識としても、陪審制度に対する全体としての尊敬

が消失しており、陪審制度はもはや死の瀬戸際まで行った死者以外の何者で

もないとも言われている（33）。

結局最近の立法傾向は陪審を必要としない傾向にある。例えばテロリ

ストや麻薬密売者に対する事件については、裁判長と６人の裁判官で裁判体

を構成し（34）、あるいは陪審が関与する重罪事件を「軽罪化」させて重罪院裁

判（陪審員裁判）の対象事件から除外する方策が講じられている（35）。

五　小括

222 年の間国民の司法参加に対して改良を重ねてきたフランス陪審で

はあるが、21 世紀に入って裁判官から「くじ引き陪審は好ましからざるもの」

との印象を持たれ、一般市民からの尊敬を失い、アカデミアからは「死に瀕

する死者以外の何者でもない」との辛辣な表現をも浴びせかけられている。

４年目にして「民意・民意」ともてはやされている我が国裁判員制度もこれ

から 200 年もたてばこのように酷評されるのであろうか。しかしフランス陪

審の変革の歴史にたいしては、アングロサクソン系陪審国の学者からはむし

ろ絶大な賛辞が述べられている。バレリープ・ハンス他一名は次のように言

う。

「フランス陪審は、革命時の産物であり、専横な裁判と戦った重要な

方法として歴史的に観察される。それは刑事裁判の決定に対して直接的な声

を民衆が投げかけることを許容するところの民主的な制度としての象徴的か
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つ実践的な価値を維持し続けた。今日においても勿論国内的にも国際的にも

そのレベルにおいて被告側に対する基本的な保障が存在している。裁判官は

非常な程度にまで国家から独立性を保有している。ある意味でフランスは、

陪審システムに対しより筋金入りと自認している他の諸国以上に、市民参加

の理念と実現に献身してきた（36）。又フランスは、一審陪審によって有罪宣告

を受けた被告人による控訴審として、二審陪審を選択したのであるが、他方

イギリス・オーストラリアはこの百年の間、陪審による有罪評決を裁判官に、

しかも広範な理由に基づいて、陪審の有罪評決を覆す権限を裁判官に与える

ことを禁じてこなかったというアイロニーが存在する（37）。」

フランス陪審の歴史を概観するとき、その時々に陪審が陪審であるためにシ

ステムはどのようにあるべきかについて誠実に苦悩し、改良実行し、それが

効を奏さなければさらに改良を重ねるという努力が積み重ねられてきた。そ

れはおそらく誠実で実行性にとんだ国民性のあらわれであろうと思われる。

それにもかかわらず何ゆえに上記のような自国の陪審に対して決して上品と

はいえない否定的な表現がなされているのであろうか。アングロサクソン系

学者は続いて述べる。

「裁判に取り組むフランス市民にたいし、その裁判システムに与えた

民主主義的価値について称賛を惜しむことはない。しかしフランス陪審につ

いての議論に際して欠けているところのものは、制度そのものに対する組織

化された経験的研究である（38）。いくつかのすばらしい歴史的分析やフランス

政府によって刊行される重罪院裁判所・同控訴陪審について実施される毎年

の統計項目は別として、フランス市民が、専門裁判官と協同して行う陪審と

しての彼らの働きについてどのような考えを抱いているかについては、ほと

んど知られていない（39）。フランス陪審の視界及び本質についての今日的議論

は、現行システムについての経験的リサーチによってのみよりよく提供され

る（40）。」

経験的リサーチは別名学術的リサーチとも言われる。代表的なものとしては
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2000 年にニュージーランドで行われた。実際の事件と同時進行して学者が法

曹三者と「同意ある陪審」の協力を得て裁判官の心証形成と陪審の証拠評

価・法理論の理解・法の適用など全てのメカニズムを調査検討してよりよき

裁判の実現のための提案を行ったものである。その事件数は 48 件に及んだ。

その報告書は自らの調査に対して、この種リサーチは「評議の秘密」保持義

務違反の上に成り立った手法であるがゆえに「この調査はイギリス法廷侮辱

法 1981 年第８条１項違反に該当するものである」と述べたが、それはイギ

リスの裁判官をして、「それはもはや陪審ではない。そのような調査を行う

こと自体陪審の原理を否定するものである」と言わしめた。フランスはイギ

リスと同じく包括的絶対的「評議の秘密」義務を陪審員に終生課しているだ

けでなく、裁判官自身もその義務下にあるため、「経験的リサーチ」をする

ことが出来ない。日本の裁判員裁判も同じ宿命下にある。

したがってフランスにおいては自国の裁判過程の最重要場面での裁判

体の心証形成のメカニズムについて誰も具体的に思考し表現することが出来

ず、システム改良のための議論について学者の発言も推測の域を出ない。議

論は時に感情論になりもはや論理の枠外となる。222 年間の裁判官・陪審の

真摯な努力の積み重ねの後に代表的教科書に残った言葉が「くじ引き陪審」

であり「好ましからざる存在」であり「死者以外の何者でもない」の三言で

はフランス市民でなくともそれはあまりの悲劇としか言いようがない。フラ

ンスにおいてたとえ 21 世紀に入って陪審システムが終了されるにしても、

革命以後の民主主義的役割を果たし幕を引く陪審に対する尊敬と感謝の言葉

が有り余るほど残っているはずである。包括的・絶対的「評議の秘密」の百

年単位の存続は国民の司法参加の結末に取り返しのつかない制度破綻と虚無

感をもたらす。フランス民主主義の顕現としての市民による司法参加も、包

括的絶対的「評議の秘密」保持義務の存在により、その参加を経験した市民

の声が当該司法参加の改良のための立法政策にまったく反映されないという

市民による国政参加における民主主義を阻害する有様に帰結した。民主主義
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の発露としてのシステムが民主主義の基礎を掘り崩す結果となった。

とはいうもののフランス陪審が終了したわけではない。後の研究のた

めにフランス陪審の「評議の秘密」の発生のメカニズムとサンクション、併

せてその理論的根拠について学んでおく。

六　フランス陪審における「評議の秘密」

Ⅰ　問題意識

フランス陪審の「評議の秘密」義務発生は、刑事訴訟法第 304 条で規

定され、その違反に対する刑罰は、刑法第 226 条の 13 に規定されている。

その理論的根拠は同 226 条の 13 の解釈により導きだされる。本稿が関心を

示しているのは、イギリスとフランスの「評議の秘密」に関する原理の相違

である。イギリスの原理は陪審員個々人の保護と評議の充実に重心を置き、

フランスの原理は陪審員という共同体の中での「役割」そのものの品位の保

護に基点を定める。「評議室での発言が後に外に暴露されることがあるなら

ば陪審の発言の自由度に支障をきたし、ついては評議の充実が阻害される」

とするのがイギリスコモンローであり、一方「秘密を打ち明けられる職業に

就くもの、あるいは一時的にしろそれと同じ社会的役割を担うものが慎みを

忘れあれやこれやと社会に向かって話すことはその職業や役割りへの尊厳を

汚すものである」とするのがフランスの原理である。保護される「秘密」の

意義と範囲、「暴露」とともに単なる「発言」も違反行為に該当するか否か

について両者間にかなりの相違を見る。総じてフランスのほうが「評議の秘

密」の範囲が広くなる。ちなみにわが国裁判員法の定める「評議の秘密」の

理論的根拠の説明には有権的解釈とも言える辻解説・池田解説がほぼイギリ

スコモンローと同一の説明をしている。ただ現場の裁判官の談話のなかには、

それにもかかわらず具体的事件の担当裁判員にフランス色の強い説明をも併

用している節がうかがえる。将来の最高裁判決が「秘密漏示罪」違反事件に

対してどちらか一方の原理を採用してその合憲解釈の根拠づけをするのか、
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あるいは併用するかは今のところ見通せないが本稿としては最高裁のどのよ

うな説明に対してもその一部法定解除への理論的構成のための批判的準備を

しておかなければならない。

フランス陪審の「評議の秘密」に話を戻せば、1791 年にフランスがイ

ギリス陪審システムを移植するときに同時にイギリス「評議の秘密」のコモ

ンロー上の根拠を継受したかどうかを見定める必要がある。イギリスコモン

ロー上の根拠の継受の後のその否定の上に立ったフランス現行法なのかそれ

とも継受時点から現行規定の内容であったのかという疑問である。この点に

ついては将来の研究に待たざるを得ない。ここではフランスの現行法を学び

その探求の手がかりとする。

Ⅱ　「評議の秘密」義務の発生メカニズム

陪審は法廷の中で彼らのために用意された場所に抽選（くじ）の結果に

従った順番で席に着く。そこは被告人と面と向かって審問する場所である。裁

判長は陪審員にたいして刑事訴訟法第 304条に対応する文章を読み上げる（41）。

「諸氏は被告某に対する罪責を最も細心の注意を持って審査すること、

被告人の利益及びこれを糾弾する（そして被害者の利益を際立たせる）社会

の利益を害しないこと、諸氏の答申が終わるまでは何人とも交通しないこと、

憎悪や悪意、恐怖や感情を去ること、諸氏の良心と真底の心証とに従い、誠

実自由の人にふさわしい公平さと厳格さをもって、犯罪の証拠と防御の方法

とによって決断をすること、及び職務を終わった後であっても評議の秘密を

守ることを誓約しなければならない。」「各陪審員は、一人ごとに裁判長の点

呼に応じ、挙手をして、私はこれを誓う、と答える。」（フランス刑事訴訟法

典　135 頁、法務大臣官房司法法制調査部編、法曹会、平成 11 年）

そこで裁判長は、陪審員に対して、最終的に陪審が成り立ったことを宣言す

る（42）。

Ⅲ　「評議の秘密」義務違反とサンクション　

この秘密の違反に対するサンクションを定めた規定は、刑法第 226 条
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の 13 である（43）。この規定は次のような者によって個別の秘密に関する情報

が明かされることを対象とする。その者は受託者であってそれが身分による

ものであれ、役割あるいは一時的な任務によるものであれ全て該当する（44）。

（評議の秘密違反という）軽罪の具体的な客観的要素を絞ることを可能にす

る二つの条件がある。まず最初に、ある人々に対して打ち明けられた秘密を

開示することである。その開示は、他の人の秘密を重視しなければならない

義務を有する人の違反行為である（45）。したがって「開示」は、秘密情報の

「暴露」と同一ではない。情報がある人にとって暴露でないとしても、その

人の秘密を守る義務のある者がなした場合には秘密を「漏示」したことにな

る（46）。

この「漏示」の定義は、「単純に黙っていなければならない」という

職業上の秘密の絶対性を保護することを意図してなされる。刑法第 226 条の

13 は、職業上の義務に対する不敬の結果を処罰するものであり、したがって、

一般利益を守るもので、個別利益を守るものではない（47）。同上本文は「秘密」

を定義することなしに、それを義務違反の「対象」としている。「秘密」の

定義について以下の主張が試みられる。秘密の話として打ち明けられたもの

である以上、知られていない情報であれ、社会内の一部で部分的に知られて

いる情報であれ、それらにかわりはない。秘密情報とは、「知られていない

情報」を意味するばかりでなく、（知られているかどうかは別にして）「内密

の話として他人から託された情報」も意味する（48）。ただ職業上の秘密は、職

業の遂行上の秘密の中でしか容認されないことは当然の理である。即ちその

人は身分、職業、一時的役割、という理由による「秘密の受託者」である。

それらは秘密義務に対する行儀、慎み深さを要求する。したがって同上違反

とは、特に医者、司法官（裁判官、検察官）、公務員、公証人、銀行家、司

祭等という職業に対する侵害に他ならない。ただ職業遂行の中で知られた秘

密だけが保護されるのであり、たとえば医者がその私生活上知った秘密につ

いては保護されない（49）。陪審員は、「一時的役割」による「秘密の受託者」
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に該当する。したがって刑事訴訟法第 304 条の「宣誓」によって生じた秘密

保持義務違反には、刑法第 226 条の 13 の「（陪審）という一時的役割として

の受託者」として「評議の秘密」保持義務違反となり禁固１年及び 15000 ユ

ーロの罰金刑のサンクションを受ける（50）。

七　おわりに（フランス陪審の行方）

フランス陪審は今十字路の真っ只中に佇む。世界の陪審は今宿命的な

岐路に立つ。イギリス陪審はいち早く民事陪審を原則廃止し刑事陪審も全刑

事事件の 1.6 ％を扱うのみとなった（最高裁、『陪審・参審制度、英国編』、

2001 年、94 頁）。刑事事件の大部分は、非法律家であるが陪審ではない治安

判事によって裁かれている。陪審はかっての民主主義の象徴として静かにそ

の役割を終えようとしている。しかし今なお国民の陪審システムに対する尊

敬は尽きない。一方イギリスの対極にあり一見活況を呈するアメリカ陪審も

その評決までにいたる件数は全刑事事件の５％に満たない（51）。被告人の選択

と司法取引によってほとんどの事件は他のシステムにより決着を見る。「ア

メリカ刑事司法制度の崩壊」を著わしたハーバード大学ロースクールの故ス

タンツ教授はアメリカの「陪審裁判の骨抜きと、司法取引による陪審審理の

迂回によるアメリカ刑事法システムの機能不全」を指摘する（コリン P．A．

ジョーンズ、『アメリカが劣化した本当の理由』、新潮社、2012 年）。陪審員

選任の調査会社に巨額の金員が動き、陪審員には間違っても「理性的に判断

するもの」を選ばず「最も情動に動かされやすい」陪審員を選任しようとす

る。アメリカ陪審に正義はないと喝破した故フランク裁判官の『裁かれる裁

判所』（弘文堂、1965 年）に詳しい。アメリカ陪審はフランス陪審の彼岸に

ある。一方コモンウェルスの一員であるオセアニアはかっては自ら継受した

イギリスコモンローの原理「評議の秘密」を 21 世紀に至って一部破りアカ

デミックリサーチを実行して、イギリス陪審をして「それはもはや陪審では

ない」と言わしめている。又オーストラリアにはイギリスコモンロー「評議
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の秘密」と「理由なき決定」への批判的再考の実践といういわば第三の波が

押し寄せている。

「しかし刑事陪審、特に民事陪審裁判の数は、近時、着々と絶え間な

く減少していっている。この減少中のシステムに新たな信頼と確信を吹きこ

めるかどうかは、陪審が彼らが到達した結論に対して合理的で成るほどと思

わせる理由を提供できるかどうかにかかっている」（52）「事実の裁断者による

決定に対して理由が与えられることの基本的な重要性は、法の支配という支

配的原理に照らして検討されなければならない。結局のところ何百年と変化

のないまま残存してきたシステムを変えることには大きな困難を伴うが改革

の方向はオーストラリアでの現行の陪審裁判について少なくとも有罪の宣告

に対しては、理由付けの義務化、の視座がもたらされるであろう」（53）

「さらに、オーストラリア陪審の評議の秘密に対する賛成・反対の議

論を検討することは、その評議の秘密のもたらす刑事陪審システムに対する

もろもろの影響を、世界中の国々のそれと照らし合わせることとなり、その

ことによって国際的領域の中での検討に貢献していくであろう」（54）

フランス 19 世紀の裁判官出身の優れた政治思想家トクビルは「アメリカの

民主主義」において、「陪審には二側面がある。政治制度としての側面と司

法制度としての側面である」として両側面を区別して論じた（55）。そのうち

「陪審は、まず第一に政治的制度である」という表現が、市民の司法参加が

民主主義の発露であることの賛美としてしばしば引用される（56）。しかし我が

国で引用されることの少ない箇所でトクビルは、「陪審を司法制度として語

るとき、私は言葉を二語しか持たない」と述べ（57）、さらに「民事陪審を併せ

持たない国の刑事陪審は危険な状態に陥る」と予言した（58）。その予言は自国

フランスにおいて今その姿を現そうとしているのであろうか。世界の陪審は

21 世紀に入り司法制度としての「公正な裁判」原理からの挑戦を受けるに至

った。

フランス陪審の行方が注目される。今後も「アングロサクソン系陪審の亜型」
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として独自の姿で佇むのか、あるいはエシュビナージュ（échevinage）へと

移行するのか、それとも陪審と参審の止揚を志向するわが国裁判員制度と同

じく第三の道を模索するのであろうか。いずれにせよ本稿は、異邦人として

ではあるが、フランス陪審の再びの栄光を願ってやまない。

（注）

本稿は、2011 年８月 10 日成立の「フランス刑事裁判への市民参加促進のための参審

制改革法」の 2012 年 1 月 1 日以降の実施についての一考察である。2012 年 11 月から３ヶ
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